
※源泉徴収(特別徴収)された住民税の額は、口座全体の額を記入してください。

　 　課税方式を選択できます。

3  確定申告で医療費控除を申告している方

あなたやあなたと生計を一にする配偶者、その他の親族のために、あなたが前年中に支払った治療費や医療費などを
記入してください。

※　この申告書（上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択用）は、住民税の納税通知書が送達される
   日までに特別区民税・都民税（住民税）申告書と一緒に提出してください。

医療費（明細書添付）
支払った金額 補填される金額

円 円

　　 上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択により、医療費控除額が変更する場合があります。

　　 あらかじめ源泉徴収（特別徴収）されているものです。これらの所得について、特定口座ごとに課税方式を選択できます。

３００，０００円

円

円

円

 　２　特定口座（源泉徴収有）内において譲渡損失と配当所得等が損益通算されている場合、配当所得等のみを申告不要とすることはでき

　　源泉徴収(特別徴収)された
　　住民税の額(配当割)

　　ません。

注　特定口座（源泉徴収有）以外において生じた上場株式等に係る配当所得等については、１回に支払いを受けるべき配当等の額ごとに

円

円

１５，０００円

円

 □申告不要とする
 □総合課税
 □申告分離課税

□総合課税
□申告分離課税

▲▲証券

支払者等の名称

■■証券

　　1回に支払いを受けるべき
　　配当所得等の金額

５００，０００円 　　　　　　　　４５，０００ 円
(配当割　　　２５，０００ 円)
(譲渡所得割　２０，０００ 円)

円 円

２　特定口座以外の配当等についての課税方式の選択

注１　対象となる上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等については、所得税１５．３１５％と住民税５％の合計２０．３１５％の税率で

譲渡所得等は分
離課税、　配当所
得等は申告不要

　XX年度分　特別区民税・都民税申告書
(上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択用)

５００，０００円 　　　　　　　　５，０００ 円
(配当割　　　５，０００ 円)
(譲渡所得割　　 　　０　円)

□総合課税
☑申告分離課税

□申告不要とする
☑総合課税
□申告分離課税

‐４００，０００円

    ＸＸ年1月1日
現在の住所

フリガナ

氏　　　名

証券会社等の名称

●●証券

◆◆証券

個人番号

１　特定口座(源泉徴収有)についての課税方式の選択

　特別区民税・都民税の
　課税方式

　　配当所得等の確定申告
　　における課税方式

源泉徴収(特別徴収)
された住民税の額※

☑申告不要とする
□総合課税
□申告分離課税

３００，０００円 ２００，０００円
☑総合課税
☑申告分離課税

　　　　　　　　２５，０００ 円
(配当割　　　１０，０００ 円)
(譲渡所得割　１５，０００ 円)

　譲渡所得(損失)等の
　金額

  　 配当所得等の
   　金額

４００，０００円

　  特別区民税・都民税の
　  課税方式

 ☑申告不要とする
 □総合課税
 □申告分離課税

 □申告不要とする
 □総合課税
 □申告分離課税

 □申告不要とする
 □総合課税
 □申告分離課税

　　 確定申告における
　　 課税方式

□総合課税
☑申告分離課税

□総合課税
□申告分離課税

□総合課税
□申告分離課税

□総合課税
☑申告分離課税

□申告不要とする
□総合課税
□申告分離課税

　　　　　　　　　　　　　　　円
(配当割　　　　　　　　　 円)
(譲渡所得割　　 　 　　 　円)

□総合課税
□申告分離課税

□申告不要とする
□総合課税
□申告分離課税

目黒区ＸＸ１－２－３

目黒　太郎

メグロ　タロウ

X Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ

記入例２

特定口座(源泉徴収有)について譲渡所得等及び配当所得等がある場合(譲渡損失がある場

合を除く)には、それぞれの所得ごとに課税方式の選択を行うこともできます。各所得で選択す

る課税方式が異なる場合には、「特別区民税・都民税の課税方式」の欄にはチェックはつけず、

チェック欄隣の余白にその旨を記載してください。

(記載例：譲渡所得等は分離課税、配当所得等は申告不要とする)

この申告書１枚で記入欄が足りない場合には、必要な枚数を印刷してご

利用ください。提出の際には記入した申告書はすべて提出してください。

上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等を住民税では申告不要とすることで、総所

得金額等が変更となり、医療費控除額も変動する場合があります。所得税の確定申告書に

は医療費の支払額・補填額を記載する欄がないため、この申告書にご記入ください。

確定申告で同一口座内の配当所得等を総合課税及び申告

分離課税で申告した場合には、総合課税・申告分離課税両

方にチェックをつけてください。


